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跡
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ポ
ー
ト

５
人
の
議
員
が

町
政
を
問
う

追跡
レポート

あの質問 どうなった？
　議員の質問・提言に答える町執行部、その答弁がその後ど

うなったのか？　どう町政に反映されたのか、対応を追跡し

ました。

　一般質問は、公の場である議会で、

議員が議題に関係なく、町長の考え

方や町政の執行状況について説明を

求めたり、所信を問いただすもので

す。

一般質問席（広野町議会議場）

●平成27年３月定例会● 一般質問

北郷　幹夫 議員

リサイクルボックスを設置せよ

設置に向け、前向きに検討

町内２カ所に設置

　町では、役場車庫内で衣類、寝具（布団カバー、

シーツ等、タオル地）を収集していますが、町

民にはあまり知られていないのではないですか。

　７月から役場、公民館の２カ所に古着回収

ボックスを設置し、家庭で不要となった衣類の

回収が開始されました。

■衣類回収ボックス設置場所

　・広野町役場　正面入り口

　・広野町公民館（改修工事中は、中央体育館入口）

■回収するもの

　・家庭で不要となった古着全般

※利用時間は、各施設の開庁・開館時間内です。

設置された古着回収ボックス（役場正面入口）

　繊維類の古着などは大事な有効資源ですので、

リサイクルできることを改めて周知し、リサイク

ルボックスの設置に向け、前向きに検討します。

東
京
電
力
株
式

会
社
の
調
べ
で

は
、
平
成
27
年
７
月
31
日
現

在
の
本
賠
償
未
請
求
者
は
66

人
で
す
。

　

昨
年
度
か
ら
、
東
京
電
力

株
式
会
社
と
協
力
し
、
完
全

未
請
求
者
の
特
定
を
行
い
、

請
求
す
る
よ
う
働
き
か
け
を

行
っ
て
い
ま
す
。

本
賠
償
未
請
求
者
解
消
に
向
け
て
の
方
策
は

遠
藤
町
長
／
未
請
求
者
を
特
定
し
、
解
消
に
向
け
努
め
る

福
島
第
一
原
発

事
故
に
伴
う
本

賠
償
未
請
求
者
は
現
在
何

人
で
す
か
。

　

ま
た
、
時
効
と
い
う
問

題
が
あ
る
中
で
、
解
消
に

向
け
て
ど
の
よ
う
な
方
策

を
考
え
て
い
ま
す
か
。

北
郷

町
長

北郷　幹夫 議員

平
成
21
年
３
月
に

策
定
し
た
「
広
野

町
健
康
づ
く
り
計
画
」
の
運
動

部
門
で
、
広
野
町
ウ
ォ
ー
キ

ン
グ
コ
ー
ス
マ
ッ
プ
を
作
成

し
、
平
成
22
年
度
に
町
内
全

戸
配
布
を
し
て
い
ま
す
。
し

か
し
、
震
災
以
降
は
、
復
旧
・

復
興
の
事
業
に
よ
る
コ
ー
ス

の
変
化
や
、
大
型
車
両
、
原
発

事
故
収
束
作
業
に
関
わ
る
車

両
の
通
行
量
の
増
加
が
あ
り
、

今
後
見
直
し
が
必
要
と
考
え

て
い
ま
す
。

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
マ
ッ
プ
を
作
成
せ
よ

　
遠
藤
町
長
／
作
成
し
た
が
見
直
し
が
必
要

生
活
環
境
の
変

化
に
よ
り
、
生

活
習
慣
病
の
発
症
や
悪
化

が
懸
念
さ
れ
て
お
り
、
そ

れ
ら
を
予
防
す
る
た
め
に

は
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
な
ど
の

有
酸
素
運
動
が
効
果
的
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

町
内
の
代
表
的
な

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
コ
ー
ス
を

決
め
て
、
コ
ー
ス
マ
ッ
プ

を
作
成
す
る
こ
と
に
つ
い

て
、
ど
う
考
え
ま
す
か
。

北
郷

町
長

内
部
被
ば
く
検

査
を
受
検
し
た
総

数
は
、
平
成
27
年
８
月
末
時

点
で
、
延
べ
１
８
７

３
人
で
す
。
こ
の
内
、
セ
シ

ウ
ム
１
３
４
ま
た
は
セ
シ
ウ

ム
１
３
７
が
一
度
で
も
検
出

さ
れ
た
方
の
延
べ
人
数
は

２
１
２
人
で
し
た
が
、
い
ず

れ
の
方
も
※
預
託
実
効
線
量

は
１
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
未
満

で
す
。

　

今
後
も
、
不
安
軽
減
の
た

め
、
年
一
回
は
検
査
を
受
け

て
い
た
だ
け
る
よ
う
引
き
続

き
広
報
ひ
ろ
の
な
ど
で
案
内

を
し
て
い
き
ま
す
。

　

甲
状
腺
検
査
は
、
県
民
健
康

放
射
線
健
康
管
理
対
策
の
今
後
の
取
り
組
み
は

遠
藤
町
長
／
継
続
し
て
検
査
を
行
っ
て
い
く

放
射
線
に
よ
る

健
康
不
安
の
解

消
を
図
る
た
め
実
施
し
て

い
る
、
内
部
被
ば
く
検
査

と
甲
状
腺
検
査
の
実
施
状

況
及
び
検
査
結
果
は
ど
う

な
っ
て
い
ま
す
か
。

　

ま
た
、
今
後
ど
の
よ
う

に
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す

か
。 北

郷
町
長

生活習慣病予防のために適度な運動を（健康ウォーク）

調
査
検
討
委
員
会
な
ど
の
資

料
に
よ
る
と
、
平
成
23
年
３
月

11
日
時
点
で
、
概
ね
０
歳
か

ら
18
歳
ま
で
の
県
民
を
対
象

と
し
た
先
行
調
査
に
お
い
て
、

対
象
者
は
１
０
７
７
人
で
あ

り
、
一
次
検
査
の
受
診
者
数

は
８
３
８
人
で
す
。
そ
の
内
、

二
次
検
査
が
必
要
な
方
は
５
人

で
し
た
が
、
悪
性
疑
い
に
該
当

し
た
方
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

本
格
調
査
は
、
平
成
26
年

４
月
か
ら
平
成
28
年
３
月
ま

で
の
期
間
で
実
施
し
ま
す
が
、

次
回
の
検
査
以
降
は
、
20
歳

ま
で
は
２
年
ご
と
、
そ
れ
以

降
は
５
年
ご
と
に
検
査
を
実

施
し
て
い
き
ま
す
。

※
預
託
実
効
線
量

　

成
人
で
は
50
年
間
、
子

供
で
は
70
歳
ま
で
に
体
内

か
ら
受
け
る
と
思
わ
れ
る

内
部
被
ば
く
線
量
。


